
廃棄物の分別表示は、新宿区ホームページから印刷（ダウンロード）できます。建物の分別・回収の取組状況に応じてご使用ください。
①�　新宿区ホームページトップ（http://www.city.shinjuku.lg.jp/）のツールバー「産業・ビジネス」をクリックしてください。
②�　「環境・廃棄物」をクリックしてください。
③�　「事業系廃棄物（住宅宿泊事業も含む）」をクリックしてください。
④�　「事業用大規模建設物所有者等の義務・役割」をクリックしてください。
⑤�　「1．3,000㎥以上の事業用大規模建築物」をクリックしてください。
⑥�　「廃棄物の分別表示」をクリックし、各種表示を選択してください。
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新宿清掃事務所　事業系ごみ減量係
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資源・ごみの分別表示


